
吉川市消費者安全確保地域協議会の設置について吉川市消費者安全確保地域協議会における連携及び継続的支援の解説図

高齢者・障がい者

福祉関係部局（高齢者・
障がい者・地域福祉等）、
危機管理（防犯）、関係
機関（公共機関や団体等）

消費生活センター
〔被害の回復〕

見守り対象者の
継続的支援

構成員
の連携

など、消費者行政部局
では行えない日常生活
の支援を福祉部局では
継続的に行っていける

・介護サービスの利用

・成年後見制度の利用

・日常生活自立支援事業
の利用

・生活保護

・施設入所

協議会関係者

（見守りネットワーク） が

見守り・気づき・ つなぐ

１件の処理では終わらない、その後が重要

被害の
自覚がない

SOSの
発信が困難

・消費者被害の早期発見
や未然防止


